
重要事項説明書（居宅介護支援版） 

  

１　事業所の概要 

 

 

２  事業所の職員体制等 

  

 

 
事 業 所 名   ケアネット座間第Ⅱ

 
所 在 地   神奈川県座間市相武台１丁目５０番１号（座間総合病院内）

 
事 業 所 指 定 番 号 1474101837　　号

 

管 理 者 ・ 連 絡 先
  管理者：　澤木　未歩 

  連絡先：　０４６－２５１－８０８８（直通）

 

併 設 事 業 所

JMA座間訪問看護ステーション 

座間総合病院　訪問リハビリテーション 

座間総合病院　通所リハビリテーション 

居宅介護支援事業所　ケアネット座間第Ⅰ

 職　　種 従事するサービス種類、業務 人　　員

 

管理者　　　　　　　　

（主任介護支援専門員）

・所属職員の指導監督 

・適切な事業運営 

・業務の一元管理

常勤・兼務　　１人

 

主任介護支援専門員

・介護支援専門員が行う業務全般 

・事業所における人材育成 

・事業所における業務管理 

・地域全体のケアマネジメントの 

質の向上 

・地域課題の把握と必要な社会資 

源の開発 

・地域ネットワークの構築

　　常勤・専従　　1人以上 

常勤・兼務　　１人

 

介護支援専門員

・居宅サービス計画 

・サービス事業者等との連絡調整 

・介護サービス等に関する相談 

・要介護認定に係わる申請手続き等

常勤・専従　　　2人以上 

　　常勤・兼務　　　０人 

　　非常勤・専従　　０人 

　　非常勤・兼務　　０人

 合計　　　　　　　　4人以上



３  通常の事業の実施地域 

 

    座間市、海老名市、綾瀬市、相模原市（南区） 

 

４　営業日および営業時間(サービス提供日およびサービス提供時間) 

 

    （注）年末年始（毎年１２月３０日～１月３日）は「日祝祭日」の扱いとなります。　　　　　 

※ 電話でのご相談は24時間対応が可能です。 

※ 上記時間以外は　０４６－２５１－８０８８(直通)へご連絡をお願い致します。 

 

５　居宅介護支援申し込みからサービス提供までの流れ 

 

付属別紙①　「サービス提供の標準的な流れ」参照 

付属別紙②　「サービス利用割合」参照 

＊ケアマネジメントの公平中立性の確保を図る観点から、各サービスの利用割合の説明をします。 

＊居宅サービス計画は基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものです。 

＊計画作成に当たって利用者は複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが出来ます。 

　また居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可

能です。 

 

６  利用料その他の費用について 

 

(1) 利用料 

　　　要介護認定を受けられた方は介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。 

　　　＊ただし保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１か月につき要介護度に応じて

下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。この提供証明書を

後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

 区　分 平　日（月～金） 土曜日 日祝祭日

 営業時間　　　　　

(提供時間) ８：３０～１７：３０ ８：３０～１２：３０ 休み

 
要介護１・２ 要介護３～５

 
介護支援専門員１人当たりの 

利用者の数が45人未満の場合

居宅介護支援費i 

（単位数　１，０８６） 

１１，６２０円

居宅介護支援費i 

（単位数　１，４１１） 

１５，０９７円
 

〃　　45人以上の場合に

おいて、45人以上60人未満の

部分

居宅介護支援費ii 

（単位数　５４４） 

５，８２０円

居宅介護支援費ii 

（単位数　７０４） 

７，５３２円
 

〃　　45人以上の場合に

おいて、60人を超えた部分

居宅介護支援費iii 

（単位数　３２６） 

３，４８８円

居宅介護支援費iii 

（単位数　４２２） 

４，５１５円



〇特定事業所加算（Ⅱ）：　（４２１単位／月）　　４，５０４円 

（算定要件） 

① 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を１名以上配置していること。（兼務可） 

② 常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。（兼務可） 

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期

的に開催すること。 

④ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 

⑤ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

⑥ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供して

いること。 

⑦ 高齢者以外の支援に関する知識（ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等）の事例検討会・

研修会に参加していること。 

⑧ 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

⑨ 介護支援専門員一人当たりの利用者の平均件数が４５名未満であること。 

⑩ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協

力体制を確保していること。 

⑪ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 

⑫ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提

供されるような居宅サービス計画を作成していること。 

 

〇その他の加算 
 

加算 加算額 内容
 

初回加算 

（１月につき　300単位）

 

３，２１０円

①新規に居宅サービス計画を作成した場

合。②要支援者が要介護認定を受けた場合

に居宅サービス計画を作成した場合。③要

介護状態区分が2区分以上変更された場合

に居宅サービス計画を作成した場合。
 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

（1月につき　250単位）

 

２，６７５円

利用者が病院又は診療所に入院した際、入

院日以前・入院日に当該病院又は診療所の

職員に対して当該利用者に係る必要な情報

を提供した場合。
 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

（1月につき　200単位）

 

２，１４０円

利用者が病院又は診療所に入院した際、入

院日翌日・翌々日に当該病院又は診療所の

職員に対して当該利用者に係る必要な情報

を提供した場合。
 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 

（1月につき　450単位）

 

４，８１５円

医療機関や介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス

以外の方法により１回受けた場合。
 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

（1月につき　600単位）

 

６，４２０円

医療機関や介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス

により１回受けている場合。



＊初回加算と退院・退所加算は同時に算定することはできません。 

＊退院・退所加算は入院又は入所期間中につき１回を限度に算定。 

＊１単位は、10.70円で計算しています。 

 

（２）ターミナルケアマネジメント加算 

終末期の医療やケアの必要なご利用者の支援に際しては、以下の内容についてご同意を頂きます。 

① ターミナル期（終末期）に担当ケアマネジャーが通常よりも頻回に訪問する可能性があること。 

② 担当ケアマネジャーが状態変化やサービス変更の必要性を把握すること。 

③ 把握した心身の状況等の情報を記録すること。 

④ 把握した心身の状況等を主治の医師等やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供するこ

と。 

⑤ 必要に応じて主治医等から病状等に関する指示をうけること。 

 

 

 

 

 

 
退院・退所加算（Ⅱ）イ 

（1月につき　600単位）

 

６，４２０円

医療機関や介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス

以外の方法により2回以上受けた場合。
 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

（1月につき　750単位）

 

８，０２５円

医療機関や介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を2回受けており、

うち１回以上はカンファレンスにより受け

た場合。
 

退院・退所加算（Ⅲ） 

（1月につき　900単位）

 

９，６３０円

医療機関や介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を3回以上受けて

おり、うち１回以上はカンファレンスによ

り受けた場合。
 

ターミナルケア 

マネジメント加算 

（利用者１人につき 

1回を限度　400単位）

 

４，２８０円

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の

医療やケアの方針に関する当該利用者又は

その家族の意向を把握した上で、その死亡

日及び死亡日前14日以内に２日以上、当該

利用者又はその家族の同意を得て、当該利

用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の

状況等を記録し、主治の医師及び居宅サー

ビス計画に位置付けた居宅サービス事業者

に提供した場合
 

通院時情報連携加算 

（1月につき１回を限度 

　　　　　　　　50単位）

 

　　５３５円

利用者が医師・歯科医師の診察を受ける際

に同席し、医師などに利用者の心身の状況

や生活環境等の必要な情報提供を行い、医

師等から利用者に関する必要な情報提供を

受けた上で、居宅サービス計画等に記録し

た場合。



３）交通費 

介護支援専門員が通常の事業の実施地域外に訪問し、公共交通機関を利用した場合、実費を徴収致します。

なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収致します。 

通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメーター当たり20円（消費税別） 
    

７  緊急時の対応 

 

・サービス提供にあたり利用者の病状等の急変が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族・ 

　　　主治医・救急機関等に連絡します。    

                                                 

 

　　＜医療機関に入院する必要が生じた場合＞ 

　　　・介護支援専門員は利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の

情報を入院先医療機関へ提供致します。このことは退院後の円滑な在宅生活への移行を支援するた

めに行います。 

　　　・入院先医療機関に担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を伝えてください。指定居宅介護支援

事業者と入院医療機関との早期からの連携を促進するためにご協力ください。 

 

８　事故発生時の対応 

 

① 事故が発生した場合は、対応マニュアル等に基づき、速やかに必要な措置を講じると共に事故

の状況及び事故に際してとった処置に関する記録を適切に作成します。 

② 利用者の家族に連絡をし、事故の経過や対応等について適切に説明をいたします。また、事業

所・施設の所在する市町村と保険者である市町村に対し、事故の報告を行います。なお、市町

村の連絡先については、次項９「相談窓口、苦情対応」と同じです。 

③ 賠償すべき事故の場合は、利用者やその家族等に対し、速やかに損害賠償を行う等、早期解決

に努めます。なお、事業者は損害賠償保険に加入しています。 

④ 事故やヒヤリハット事例が発生した場合は、状況を確認し、事業所全体として再発防止策を検

討し、すべての従業者に周知し再発防止に努めます。 

⑤ 居宅介護サービス事業者はサービス提供中に事故があった場合、利用者の担当の居宅介護支援

事業者に連絡をすることになっています。連絡があった場合は利用者の状況等の把握・援助を

行い、必要に応じてケアプランの変更を検討します。 

 

 

 

 

 

医療機関等
主治医等の氏名 

連　絡　先

 

緊急連絡先
氏　名 

連　絡　先



９　相談窓口、苦情対応  

 

  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。  

  

 

 

  ○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。  

 

　１０　研修計画 

 

① 居宅介護支援事業所は介護支援専門員等の資質向上を図る為の研修の機会を次のとおり 

設けるものとし、また業務体制を整備します。 

1　採用時研修　　　採用後2ヶ月以内 

2　職員研修　　　　●内部研修　年5回　●外部研修　年1回　●資格法定研修　対象者 

 

１１　秘密保持 

 

従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持し、従業者でなくなった後においても 

これらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約時に取り交わしております。 

 

 

 

 

当事業所相談窓口

電話番号   　 046-２51-8088（直通） 

FAX番号      046-251-8077 

管理者        澤木　未歩 

対応時間      月～金  8：30～17:30  土  8:30～12:30

 

市
町
村
介
護
保
険
相
談
窓
口

海老名市役所 

（介護保険課）

所在地        海老名市勝瀬１７５－１ 

電話番号      046-235-8232（直通）　　事業者支援係

 
綾瀬市役所 

（高齢介護課）

所在地        綾瀬市早川５５０ 

電話番号      0467-70-5636（直通）

 
座間市役所 

（介護保険課）

所在地        座間市緑ヶ丘１－１－１ 

電話番号      046-252-8077（直通）　　事業者支援係

 
　相模原市役所　

（高齢基盤課）

所在地　　　　相模原市中央区中央２－１１－１５ 

電話番号　　　042-769-9226（直通）　　高齢指定・指導班

 
神奈川県国民健康保険 
団体連合会  

(介護保険課)

所在地　　　　横浜市西区楠町27番地１ 

電話番号　　　045-329-3447（直通）　　介護苦情相談係

 
 

 
所在地　　　　 

電話番号　　　



１２　高齢者虐待防止・身体拘束の廃止等について 

 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者(※1)に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」

と表記)」の第５条において「養介護施設従事者等(※2)は、高齢者(※3)虐待を発見しやすい立 

場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に務めなければならない」とされています。　　　　 

※１ 養護者：高齢者を現に介護する人であって養介護施設従事者等以外の人  

※２ 養介護施設従事者等：「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する人  

※３ 高齢者：高齢者虐待防止法では６５歳以上 

 

 

〇　養護者による高齢者虐待の早期発見と通報  

高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉に業務上関係のある団体や職員などは、高齢者虐待の早期発見

に努めなければならないとされています(第５条)。 高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなけれ

ばならないとされています(第７条第１項)。 また、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、

速やかに市町村に通報するよう努めなければならないとされています(第７条第２項)。この場合、守

秘義務違反にはなりません(第７条第３項)。 

 

◯　被害者は自分が虐待されている自覚がないことがあり、加害者も自分が虐待している自覚がない

ことがあります。第三者が虐待を認識・発見することが重要となります。 

 

◯　　居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するための措置 

① 指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとします）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

② 指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針の整備を行います。 

③ 指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施します。 

④ ③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

　　〇　身体的拘束の原則的禁止や身体的拘束等を行う場合の記録 

① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者や他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはいけません。 

② 緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行う場合は、その様態及び時間、利用者の心身状況

並びに理由を記録します。 

 

 

 

 

 

 



１３　介護現場におけるハラスメント対策 について 

 

① 職場におけるハラスメント（セクシャルハラスメントやパワーハラスメント）の内容及び職場

におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、介護支援専門員に周知・啓発

を行います。なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同僚に限らず利用者やその家

族等から受けるものも含まれます。 

② 相談に対応する担当者をあらかじめ定める等ことにより、相談への対応のための窓口をあらか

じめ定め、介護支援専門員へ周知します。 

③ 顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント：暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷な

ど）の防止のための取り組みを行います。 

a. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備。 

b. 被害者への配慮のための取り組み（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一人で

対応させない等） 

c. 被害防止のためのマニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取り組み。 

 

１４　業務継続計画の策定等 

 

　　　　①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施 

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、 

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

　　　　②介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

　　　　③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画に変更を行います。 

 

１５　当法人の概要                                                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法人種別・名称 社会医療法人  ジャパンメディカルアライアンス

 代表者名 理事長  　贄　　正基

 法人所在地・電話 神奈川県海老名市中央四丁目16番1号　TEL０４６－２３３－１３１１



【 説明確認欄 】 

        　　　年　　月　　日 

  居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し、同意を受け、交付いたしました。 

                     　　　　　　　  事業者名　社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　　　　 ケアネット座間第Ⅱ　　　  　　  

        　　　　　　                

                             　　　　説 明 者                                　　   　 

 

  居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、同意し、受領いたしました。 

 

                             利用者  氏　  名　                                 　　　 

                             代理人又は立会人 

                                     氏 　 名　             　 　　（続柄　　　　） 　 



重要事項説明書　(付属別紙 1)

＜サービス提供の標準的な流れ＞

居宅サービス計画作成などサービス利用申し込み

□ □居宅サービス計画等に関する契約締結

ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし利用するサービスを選んでいただきます　　

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します

サービス担当者会議

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票・サービス提供票の作成を行います

□ □　サービス利用　

モニタリング

毎月の給付管理票の作成を行い、国民健康保険団体連合会に提出します。（翌月10日まで）

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います

少なくとも１月１回利用者様のお宅を訪問して、サービスの実施状況の把握を行い、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
サービス提供事業者と連絡調整を行います

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また提供されるサービスの実施状況の把握を行います。


